
小
山
地
区
医
師
会
に
よ
る

風
し
ん
抗
体
検
査
費
用
の

一
部
助
成

下
野
市
に
よ
る
風
し
ん

予
防
接
種
費
助
成

風
し
ん
の
抗
体
検
査
と

風
し
ん
予
防
接
種
費
助
成
事
業
の
開
始
に
つ
い
て

栃
木
県
の
不
妊・不
育
症
治
療
に
つ
い
て

栃
木
県
の
不
妊・不
育
症
治
療
に
つ
い
て

■
対
象
者

　

19
歳
以
上
49
歳
以
下
の
市
民

で
、妊
娠
を
望
む
女
性
と
そ
の
配

偶
者
及
び
妊
婦
の
配
偶
者

■
助
成
期
間

　

６
月
１
日
〜
平
成
26
年
３
月

31
日

■
対
象
医
療
機
関

　

医
療
機
関
に
直
接
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（
下
野
市
、小
山

市
、上
三
川
町
、野
木
町
）

■
助
成
内
容

　

風
し
ん
の
抗
体
検
査
費
用
に

つ
い
て
、一
律
１
，０
０
０
円
で

検
査
で
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

19
歳
以
上
49
歳
以
下
の
市
民

で
、妊
娠
を
望
む
女
性
と
そ
の
配

偶
者
及
び
妊
婦
の
配
偶
者
。（
ま

ず
、風
し
ん
の
抗
体
検
査
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。抗
体
の
値
が
十
分

で
な
い
方
が
助
成
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、一
部
の
治
療
に
つ
い

て
は
、上
限
額
が
７
５
，０
０
０

円
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
県
南
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
健
康
支
援
課

　

☎（
22
）０
４
８
８

流
産
を
繰
り
返
す
人
の
約
85
％

が
無
事
に
出
産
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す

　

妊
娠
は
す
る
け
れ
ど
、流
産
や

死
産
を
繰
り
返
し
、子
ど
も
が
持

て
な
い
状
態
を「
不
育
症
」と
い

い
ま
す
。一
般
に
２
回
以
上
連
続

し
た
流
産
や
死
産
な
ど
が
あ
れ

ば
、不
育
症
の
検
査
等
が
勧
め
ら

れ
ま
す
。適
切
な
検
査
と
治
療
に

よ
り
、多
く
の
方
が
無
事
に
出
産

で
き
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

あ
き
ら
め
る
前
に
検
査
を
行

い
、治
療
を
受
け
ま
し
ょ
う
。ま

ず
は
、か
か
り
つ
け
の
産
婦
人
科

の
医
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

不
妊
・
流
産
に
悩
む
方
の
グ

ル
ー
プ
相
談
会

　

同
じ
悩
み
を
持
つ
方
々
と
気

軽
に
話
せ
る
情
報
交
換
の
場
で

す
。

　

対
象
は
女
性
の
み
、参
加
費
は

無
料
で
す
。開
催
日
前
日
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。お
子
様

連
れ
の
ご
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。開
催
日
は
次
の
と
お
り
で

す
。

■
不
妊
に
悩
む
女
性

　

７
月
20
日
㈯
、10
月
17
日
㈭
、

平
成
26
年
１
月
18
日
㈯

■
治
療
を
や
め
た
女
性
と
や
め

よ
う
か
悩
ん
で
い
る
女
性

　

６
月
15
日
㈯
、９
月
21
日
㈯
、

11
月
９
日
㈯
、平
成
26
年
２
月
20

日
㈭

■
流
産
に
悩
む
女
性

　

９
月
19
日
㈭
、12
月
14
日
㈯

■
二
人
目
以
降
の
不
妊
に
悩
む

女
性

　

６
月
20
日
㈭
、11
月
21
日
㈭
、

平
成
26
年
２
月
15
日
㈯

　

こ
の
他
、助
産
師
に
よ
る
電

話
・
面
接
・
メ
ー
ル
相
談
、産
婦
人

科
医
師
に
よ
る
面
接
相
談
、男
性

不
妊
専
門
の
尿
器
科
医
師
に
よ

る
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

（
要
予
約
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

栃
木
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン

タ
ー（
パ
ル
テ
ィ
）

　

☎
０
２
８（
６
６
５
）８
０
９
９

■
助
成
期
間

　

６
月
１
日
〜
平
成
26
年
３
月

31
日

※
平
成
25
年
４
月
１
日
〜
５
月

31
日
に
予
防
接
種
を
受
け
た
方

も
対
象
に
な
り
ま
す
。詳
し
く

は
、健
康
増
進
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象
医
療
機
関

　

医
療
機
関
に
直
接
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。（
下
野
市
、小
山

市
、上
三
川
町
、野
木
町
）

■
助
成
内
容

　

風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
は
３
，０
０

０
円
、Ｍ
Ｒ
混
合
ワ
ク
チ
ン
は

５
，０
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

（
医
療
機
関
で
は
、助
成
額
と
の

差
額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。）

■
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
増
進
課

　

５
月
号
で
市
の
制
度
を
案
内

し
ま
し
た
が
、今
回
は
県
の
事
業

に
つ
い
て
案
内
し
ま
す
。

栃
木
県
特
定
不
妊
治
療
費
助

成
制
度
に
つ
い
て

　

下
野
市
の
不
妊
治
療
費
助
成

を
受
け
る
方
は
、県
の
制
度
を
先

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

法
律
上
の
夫
婦
で
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方

（
1
）特
定
不
妊
治
療（
体
外
受

精
・
顕
微
授
精
）が
必
要
で
あ
る

と
医
師
に
診
断
さ
れ
、指
定
医
療

機
関
で
同
治
療
を
受
け
た
方

（
2
）夫
婦
の
一
方
又
は
双
方
が

栃
木
県
内
に
住
所
を
有
し
て
い

る
方

（
3
）夫
婦
の
前
年
の
所
得
の
合

計
が
7
3
0
万
円
未
満
で
あ
る

方■
内
容

　

治
療
１
回
に
つ
き
15
万
円
ま

で
、１
年
度
目
は
年
度
３
回
、２

年
度
目
以
降
は
年
度
２
回
を
限

度
に
、通
算
５
年
度（
通
算
10
回

を
超
え
な
い
）ま
で
助
成
し
ま

す
。

☎（
52
）１
１
１
６

Shimotsuke
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